
子育て世帯への臨時特別給付金 
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①5月上旬 通知はがき送付（５月1日から７日までの間） 

②給付を希望しない者のみ、受給拒否の申し出を市役所に提出 
  ※申し出期間：はがき到着後５月２０日まで 
 

③5月２５日 児童手当振込口座に給付金を振込 

①通知はがきは、5月１日以降順次配達予定 
②給付金の受給拒否の申出の者は、福祉こども課へ連絡し用紙を請求する。 
 ・市は請求のあった者に指定の用紙を郵送にて送付（もしくは市HPからダウンロード可） 
 ・申出の方法は、直接福祉こども課へ提出（郵送可）身分証明と印鑑必要 
 ・申出の期間は、5月20日とする（はがき到着後2週間程度（短縮可）） 
③5月に振り込みができない者については、6月以降順次対応。最終の振込期日R２年12月末 
〇公務員については、所属庁から対象者へ申請の案内あり。R2.3.31に住民登録の市町村に申請 
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